
介護老人保健施設 リハ・神戸

短期入所療養介護利用約款

介護予防短期入所療養介護利用約款

（令和６年４月１日）

一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団



（約款の目的）

第１条 介護老人保健施設リハ・神戸（以下「当施設」という。）は、要支援状態又は要
介護状態と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し、介護保険法令の
趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への
復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、かつ、利用者及び利用者の身元引
受人及び連帯保証人（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、そのサービス
に対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。

（適用期間）

第２条 本約款は、利用者が当施設に短期入所療養介護利用同意書を提出したときから効
力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに扶養者の同意を得るこ
ととします。

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款及び別紙１の改訂が行われない限り、
初回利用時の同意書の提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるもの
とします。

（扶養者）

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす扶養者を立てます。但し、利用者が扶養者を
立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
①行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同

じ。）であること

②弁済をする資力を有すること
２ 扶養者は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額30万円
の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。

３ 扶養者は、利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進
行するように協力すること。

４ 扶養者が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しく
は他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、ハラスメント行為、誹謗中傷その他
の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び扶養者に対し、
相当期間内にその扶養者に代わる新たな扶養者を立てることを求めることができま
す。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。

５ 扶養者の請求があったときは、当施設は扶養者に対し、当施設に対する利用料金
の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支
払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。

（利用者からの解除）



第４条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者
の居宅介護サービス計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・終了する
ことができます。なお、この場合利用者及び扶養者は、速やかに利用者の居宅サー
ビス計画作成者に連絡するものとします。

（当施設からの解除）

第５条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所
利用を解除・終了することができます。

1 利用者が要介護認定において自立と認定された場合

2 利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定め

られた当該利用日数を満了した場合

3 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養

介護の提供を越えると判断された場合

4 利用者又は扶養者が、本約款に定める利用料金を３ヵ月分以上滞納し、その

支払いを督促したにもかかわらず１０日以内に支払われない場合

5 利用者又は扶養者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、

窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、ハラスメント行為、その他利用継続が困難と

なる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合

6 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を

利用することができない場合

（利用料金）

第６条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養介
護の対価として、別紙の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及
び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義
務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利
用料金を変更することがあります。

２ 当施設は、利用者及び扶養者に対し、当該月の料金合計額の請求書を、その翌月
の１0日頃に発行し、利用者及び扶養者は連帯して、当施設に対し、当該合計額を
毎月末（その日が土日祝日の場合は翌日以後の平日とする。）までに支払うものと
します。

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたとき
は、利用者又は扶養者に対して、領収書を発行します。

（記録）

第７条 当施設は、利用者の短期入所療養介護の提供に関する記録を作成し、その記録を
利用終了後５年間は保管します。



２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必
要な実費を開示費用として徴収し、これに応じます。但し、扶養者その他の者（利
用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場
合に限り、これに応じます。

３ 法令等により開示してはならないとされる等、開示できないこともあります。

（身体の拘束等）

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐
れがある等緊急やむを得ない場合は、施設医師が判断し、身体拘束その他利用者の
行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その様態及び時間、そ
の際の利用者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を診療録等に記載することと
します。
➀切迫性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・

身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

②非代替性・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危

険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

③一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがな

くなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

（秘密の保持及び個人情報の保護）

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用
者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙２のとおり定
め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外
として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記さ
れていることから、情報提供を行うこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

② 居宅介護支援事業者等との連携

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町

村への通知

4 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

5 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に

提供する場合等）
２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。

（緊急時の対応）

第10条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により必要と認める場合、協力



医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難
な状態、又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介し
ます。

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利
用者及び扶養者に対し、緊急に連絡します。

（事故発生時の対応）

第11条 サービス提供等により事故が発生した場合は、利用者に対し必要な措置を講じます。
２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力
医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険
者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。

（要望又は苦情等の申出）

第12条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する短期入所療養介護に対しての要望又は苦
情等について、支援相談員等に申し出ることができます。又は、１階事務室に平日
の午前９時から午後５時３０分の間、担当職員に申し出ることができます。

《行政機関の苦情相談窓口》
窓 口 電話番号 営業時間

神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部 TEL：078-322-6242
平日 8：45～12：00

13：00～17：30
要介護施設従事者等による 高齢
者 虐 待 通 報 専 用 電 話

TEL：078-322-6774
平日 8：45～12：00

13：00～17：30
兵庫県国民健康保険団体連合会介
護 サ ー ビ ス 苦 情 相 談 窓 口

TEL：078-332-5617 平日 8：45～17：15

神 戸 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
（ 契 約 に つ い て の ご 相 談 ）

TEL：078-371-1221 平日 9：00～17：00

（賠償責任）

第13条 短期入所療養介護の提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が
損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶
養者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

（利用契約に定めのない事項）

第14条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ
により、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。



＜別紙１＞
介護老人保健施設リハ・神戸のご案内

（令和6年4月１日現在）
１．施設概要
（１） 施設の名称等

施 設 名 介護老人保健施設リハ・神戸
開 設 年 月 日 平成１２年４月１９日
管 理 者 名 髙井 豊
所 在 地 神戸市北区しあわせの村１番１９号
電 話 番 号 （０７８）７４３－８５００
F A X 番 号 （０７８）７４７－３７３８

併 設 施 設
神戸リハビリテーション病院
しあわせの村あんしんすこやかセンター
しあわせの村在宅支援センター

介護保険事業所番号 ２８５５０８００７９

（２） 介護老人保健施設の目的と運営方針
① 目的

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な
医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者
の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く在宅での生活
に戻ることができるように支援すること、又、利用者の方が居宅での生活を１日で
も長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防を含む。以下同じ）や通所リ
ハビリテーション（介護予防を含む。以下同じ）等のサービスを提供し、在宅生活
を支援することを目的とした施設です。

② 運営方針
①の目的に添って、当施設では以下のような運営方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用下さい。
(Ⅰ) しあわせの村という豊かな自然環境の中、要介護状態の方に対して、医学的

管 理の下に看護・介護・リハビリテーションを一体的に提供しADL（日
常生活動作）の自立を働きかけ、生活の質の確保を重視した在宅療養の促進を
支援します。

(Ⅱ） 特に、隣接の神戸リハビリテーション病院併設の介護老人保健施設として、
充実したスタッフによるリハビリ訓練に重点をおいた施設で、要介護状態の軽
減若しくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう必要な
リハビリテーションに関する目標を設置し、計画的に実施します。

(Ⅲ) 明るく家庭的な雰囲気を保持し、関係行政機関及び居宅介護支援事業者、居



宅サービス事業者等との連絡を密にしながら、地域や家庭との結びつきを重視
した運営を行います。

(Ⅳ） 安全で衛生的・快適な施設環境の整備に努めます。

（３）施設の職員体制 （人）

職 種 職員数 備 考

医師 １

看護職員 １５ パート職員含む

介護職員 ４１ パート職員含む

理学療法士 ３ １名は神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院と兼務

作業療法士 ３

言語聴覚士 １ 神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院と兼務

薬剤師 １ 神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院と兼務

管理栄養士 １

支援相談員 ３

介護支援専門員 １ 専任１名
（注）夜勤体制は，看護職員１名，介護職員４名(入所者全員に対して)。

（４） 入所定員等
・定員
介護保健施設サービス ９０名 （短期入所療養介護・介護予防を含む）
通所リハビリテーション ３０名／日（介護予防を含む）

・療養室 従来型個室（１人室）１０室、 多床室（４人室）２０室

２．サービス内容
（１） 施設サービス計画の立案

当施設でのサービスは、在宅復帰を目指し施設サービス計画書に基づいて提供さ
れます。この計画書は、利用者に関わる多職種の職員の協議および、ご本人・ご家
族の希望も取り入れ作成します。
また、計画の内容については同意が必要となります。

（２） 食事
食事・おやつは、食堂で提供いたします。家庭的で、バラエティに富んだお食事



を心がけております。必要に応じて医師の指示で療養食もご用意いたします。
食事時間は家庭生活に最も近い時間帯で提供しております。

（３） 入浴
一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用

者は週に２回入浴いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる
場合もあります。

（４） 医学的管理
施設には常勤の医師がおりますので、軽度の医療サービスや投薬もできます。従

って、介護老人保健施設の入所中に歯科以外の病院・医院等を受診されます時は、
当施設からの依頼状が必要になります。外出時や外泊時も同様です。法令上、他の
病院・医院等は依頼状なしに診療・検査・投薬・処方箋の交付等をしてはいけない
ことになっております。かかりつけ医に迷惑をかけることになりますので、施設の
依頼なしに受診や投薬を受けることはご遠慮下さい。

（５） 看護・介護
当施設では、入所から退所まで看護師・介護職員が担当制でお世話いたします。

おひとりおひとりにあった個別の施設サービス計画を立て，ご家族の方とご相談し
ながら，自立支援と在宅復帰を目指した看護・介護サービスを提供いたします。
※当施設が医学的管理、看護、介護上必要と判断した場合には療養室の変更をお
願いする事があります。

（６） 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション）
入所される方の身体状況にあった内容で、機能訓練室等で行います。理学療法、

作業療法、言語聴覚療法など各療法士による個別・集団訓練等を行い、毎日の生活
活動、レクリエーションなどを楽しみながら行っていただきます。
その他、在宅生活の復帰を目標に、趣味や自主訓練動作の獲得、介護福祉機器の

紹介、家屋改造の相談もお受けいたします。
（７） 相談援助サービス

受診や施設利用中、退所後の日常生活上の問題、介護保険制度や社会資源の情報
提供などは、当施設の支援相談員や施設ケアマネジャー、または併設のしあわせの
村在宅支援センターでお気軽にご相談下さい。

（８） 栄養管理、栄養ケア・マネジメント
管理栄養士が施設利用中の栄養管理を行います。

朝 食 午前７時３０分 ～ 午前８時３０分
昼 食 午後０時００分 ～ 午後１時００分
おやつ 午後３時００分 ～ 午後３時３０分
夕 食 午後６時００分 ～ 午後７時００分



３．利用料金
（１）１日あたりの料金

１
割
負
担
の
場
合
の
基
本
料
金

要介護度
多床室（4人部屋） 個室（1人室）

備 考
基本型 在宅強化型 基本型 在宅強化型

要支援１ ６４７円 ７０９円 ６１１円 ６６７円

国が定める在宅復帰・在
宅療養支援等指標により
報酬区分が分かれます。
詳細は、（３）をご参照
ください。

要支援２ ８１６円 ８８０円 ７６６円 ８２１円

要介護１ ８７５円 ９５１円 ７９４円 ８６４円

要介護２ ９２８円 １，０３２円 ８４５円 ９４２円

要介護３ ９９５円 １，１０１円 ９１１円 １，０１０円

要介護４ １，０５１円 １，１６２円 ９６８円 １，０７２円

要介護５ １，１０９円 １，２２４円 １，０２４円 １，１３２円

２
割
負
担
の
場
合
の
基
本
料
金

要介護度
多床室（4人部屋） 個室（1人室）

基本型 在宅強化型 基本型 在宅強化型

要支援１ １，２９３円 １，４１７円 １，２２１円 １，３３３円

要支援２ １，６３２円 １，７５９円 １，５３１円 １，６４１円

要介護１ １，７５０円 １，９０２円 １，５８８円 １，７２７円

要介護２ １，８５６円 ２，０６４円 １，６８９円 １，８８３円

要介護３ １，９９０円 ２，２０１円 １，８２２円 ２，０２０円

要介護４ ２，１０２円 ２，３２４円 １，９３６円 ２，１４４円

要介護５ ２，２１８円 ２，４４８円 ２，０４７円 ２，２６４円

３
割
負
担
の
場
合
の
基
本
料
金

要介護度
多床室（4人部屋） 個室（1人部屋）

基本型 在宅強化型 基本型 在宅強化型

要支援１ １，９３９円 ２，１２５円 １，８３１円 １，９９９円

要支援２ ２，４４８円 ２，６３８円 ２，２９６円 ２，４６１円

要介護１ ２，６２５円 ２，８５３円 ２，３８１円 ２，５９０円

要介護２ ２，７８３円 ３，０９６円 ２，５３３円 ２，８２４円

要介護３ ２，９８５円 ３，３０２円 ２，７３２円 ３，０３０円

要介護４ ３，１５３円 ３，４８５円 ２，９０３円 ３，２１６円

要介護５ ３，３２７円 ３，６７２円 ３，０７１円 ３，３９６円

そ
の
他
の
料
金

共 通 備 考

食 費

朝食 ４００円

昼食 ７８０円 おやつを含む

夕食 ７５０円

滞在費

（多床室）
３７７円

（個室）
１，６６８円

令和６年７月まで算定

（多床室）
４３７円

（個室）
１，７２８円

令和６年８月から算定



特別な
室料

（多床室）

－
（個室）
２，６１０円

利用者の特別な希望に基づく居住環境（占有面積の大きさ、
プライバシーの確保等）の提供分として、利用を希望された
場合

日用品費 １００円
(ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟ18円、ｼｬﾝﾌﾟｰ12円、ﾀｵﾙｾｯﾄ55円、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ
15円) ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟ､ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾊﾞｽﾀｵﾙ等の費用で、施設で用意す
るものをご使用いただく場合

教養娯
楽費

１００円

(クラブ活動費85円、CD・DVD等のソフト10円、行事にかか
る一部費用5円) クラブ活動で使用する折り紙・粘土等の材
料等の費用、並びにレクリエーションに参加される際に、施
設で用意するものをご使用いただく場合

証明書 １，０３０円 1通につき

診断書 ３，１３０円 1通につき

特殊診断書 ５，２３０円 1通につき

理美容代 実費相当額

※ 「食費」及び「居住費」について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載
されている負担限度額が１日にお支払いいただく上限となります。

※令和６年８月からは、新たに交付される
「介護保険負担限度額認定証」に記載通りの負担額（★は変更なし）となります。

（２）加算料金（１日あたりの料金又は、月ごと・回ごとの場合のみ記載）

項 目
料 金

内 容
１割負担 ２割負担 ３割負担

夜勤職員配置加算 ２６円 ５１円 ７6円 夜勤職員の配置基準を満たしている場合

個別
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

２５３円/回 ５０６円/回 ７５９円/回
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利
用者に対して個別リハビリテーションを行
った場合

緊急
短期入所受入加算

９５円 １９０円 ２８５円

居宅介護サービス計画に計画されていない
が、緊急やむを得ない理由により短期入所
療養介護サービスを行った場合（１４日間
限度）

在宅復帰在宅療養
支援加算（Ⅰ）

５４円 １０８円 １６２円
在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上
の加算型の要件を満たした場合

利用者負担段階区分 食 費
居住費

多床室 個室

第 １段 階 ３００円 ０円 ４９０円

第 ２段 階 ６００円 ３７０円 ４９０円

第３段階① １，０００円 ３７０円 １，３１０円

第３段階② １，３００円 ３７０円 １，３１０円

第 ４段 階
（★）

１，９３０円
３７７円 １，６６８円



項 目
料 金

内 容
１割負担 ２割負担 ３割負担

在宅復帰在宅療養
支援加算（Ⅱ）

５４円 １０８円 １６２円
在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上
の超強化型の要件を満たした場合

送迎加算 194円/片道 388円/片道 582円/片道 送迎を行った場合、片道につき加算

総合医学管理加算 ２９０円 ５８０円 ８７０円

居宅介護サービス計画に計画されていない
が、緊急やむを得ない理由により、また治
療管理が必要な利用者に対して短期入所療
養介護ｻｰﾋﾞｽを行った場合（10日間限度）

療養食加算 ９円/回 １７円/回 ２６円/回
医師の指示せんに基づく療養食を提供した
場合（1日3回が限度）

緊急時治療管理 546円／回 1,092円/回 1,638円/回
病状が重篤となり緊急的な治療管理(投
薬、検査、注射、処置等)を行った場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算(Ⅰ)

２４円 ４７円 ７０円 介護職員総数のうち介護福祉士が80%以上

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算(Ⅱ)

１９円 ３８円 ５７円 介護職員総数のうち介護福祉士が60%以上

介護職員処遇改善加
算(Ⅰ)

－ － －
総 単 位 数 に 対 し 39/1,000 を 加 算
（令和６年５月まで）

介護職員等
特定処遇改善加算(Ⅰ)

－ － －
総 単 位 数 に 対 し 21/1,000 を 加 算
（令和６年５月まで）

介護職員等ベースア
ップ等支援加算

総 単 位 数 に 対 し 8/1,000 を 加 算
（令和６年５月まで）

介護職員等処遇改善
加算(Ⅰ)

－ － －
総 単 位 数 に 対 し 75/1,000 を 加 算
（令和６年６月から）

※ 体制の加算に関しては、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、介護職
員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を算定いたします。

※ 介護報酬の計算上、1円未満の端数が生じるものについては、1円未満を切り上げして標
記しています。実際にお支払いいただく場合は、端数処理の関係上誤差が生じる場合が
あります。



（３）基本報酬部分の負担金について
在宅復帰・在宅療養支援等指標の全10項目

① 在宅復帰率 ⑥ リハビリ専門職の配置割合

② ベッド回転率 ⑦ 支援相談員の配置割合

③ 入所前後訪問指導割合 ⑧ 要介護４又は５の割合

④ 退所前後訪問指導割合 ⑨ 喀痰吸引の割合

⑤ 居宅サービス実施数 ⑩ 経管栄養実施割合
上記項目に応じた指標の合計値によって基本報酬部分の負担金が決定します。

指標点数による区分

【
在
宅
強
化
型
】

【
基
本
型
】

【
そ
の
他
型
】

【
超
強
化
型
】

在
宅
復
帰
・

在
宅
支
援
療
養
機
能
加
算

（
Ⅱ
）

【
加
算
型
】

在
宅
復
帰
・

在
宅
療
養
支
援
機
能
加
算
(Ⅰ
)

在宅復帰・
在宅療養支援等指標
（最高値：９０）

７０以上 ６０以上 ４０以上 ２０以上
左記要件
を満たさ
ない

在宅復帰・在宅療養等指標の合計値が４０以上の場合・・・
加算型（基本型＋在宅復帰・在宅支援機能加算（Ⅰ））

在宅復帰・在宅療養等指標の合計値が７０以上の場合・・・
超強化型（在宅強化型＋在宅復帰・在宅支援機能加算（Ⅱ））

（４）支払方法
毎月10日頃に、前月分の請求書を発行いたしますので、発行日の属する月末までに銀

行振り込み、または１階事務室受付にて現金でお支払い下さい。なお、支払い期限が土
曜日、日曜日、祝日の場合は翌日以後の平日にお支払い下さい。
１階事務室の会計取り扱い時間は、土日祝日・年末年始を除く平日午前９時から午後

４時３０分までです。
自動振込をご希望の場合は、申込手続きが必要ですので事務室までお問い合わせくだ

さい。お申込みいただいた指定の口座から毎月２７日に振替となります。

４．協力医療機関等
当施設では、併設の神戸リハビリテーション病院をはじめ、下記の医療機関・歯科診療

所にご協力いただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするよ
うにしています。受診の際は、ご家族の付き添いをお願いいたします。



名 称 住 所

併 設 病 院 神戸リハビリテーション病院 神戸市北区しあわせの村1-18

協力医療機関

神戸市立医療センター中央市民病院 神戸市中央区港島南町2-1-1

神戸市立医療センター西市民病院 神戸市長田区一番町2-4

顕修会すずらん病院 神戸市北区鈴蘭台西町2-21-5

協力歯科医療機関 神戸リハビリテーション病院 神戸市北区しあわせの村1-18

５．施設利用に当たっての留意事項
利用者及び家族は施設長その他職員の指導または指示に従い、集団生活の秩序を守って
い
ただきます。その他の事項は入所のしおりを参考にして下さい。

６．非常災害対策
年２回以上、所轄消防署へ事前に届出の上、自衛消防訓練等を実施いたしますのでご協
力
をお願いいたします。



＜別紙２＞
介護老人保健施設リハ・神戸 個人情報の利用目的

（令和6年4月１日現在）

介護老人保健施設リハ・神戸では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お
預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕

・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち

－入退所等の管理
－会計・経理
－事故等の報告
－当該利用者の介護・医療サービスの向上

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支
援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答
－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
－検体検査業務の委託その他の業務委託
－家族等への心身の状況説明

・介護保険事務のうち
－保険事務の委託
－審査支払機関へのレセプトの提出
－審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕

・当施設の管理運営業務のうち
－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
－当施設において行われる学生の実習等への協力
－当施設において行われる事例研究

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち

－外部監査機関への情報提供


